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(57)【要約】
【課題】カラオケ演奏の行われる部屋のインテリアに調
和した背景映像を出力させるカラオケ装置を提供する。
【解決手段】ＣＣＤカメラ３６により撮影された映像に
おける色彩を解析する色彩解析手段５０と、その色彩解
析手段５０による解析結果に基づいて、予め定められた
複数の映像から少なくとも１つの映像を抽出する映像抽
出手段５２と、その映像抽出手段５２により抽出された
映像を背景映像として演奏曲の出力に際しての演奏映像
の表示を制御する映像表示制御手段５６とを、備えたも
のであることから、前記ＣＣＤカメラ３６によりカラオ
ケ演奏の行われる部屋等の景観を撮影し、その景観に基
づいて背景映像を定めることで、部屋のインテリアデザ
インを崩すのを好適に抑制することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の演奏曲のうちから選択される所定の演奏曲を出力させると共に、該演奏曲の出力
と同期して所定の歌詞文字映像及び背景映像を表示させるカラオケ装置であって、
　撮像装置により撮影された映像における色彩を解析する色彩解析手段と、
　該色彩解析手段による解析結果に基づいて、予め定められた複数の映像から少なくとも
１つの映像を抽出する映像抽出手段と、
　該映像抽出手段により抽出された映像を前記背景映像として前記演奏曲の出力に際して
の演奏映像の表示を制御する映像表示制御手段と
　を、備えたものであることを特徴とするカラオケ装置。
【請求項２】
　前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された映像に関して、予め定められた複
数の色相範囲のうち該映像に占める割合が高いものから順に所定位までの順位付けを行う
ものである請求項１に記載のカラオケ装置。
【請求項３】
　前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された複数の映像に関して前記順位付け
を行い、それら複数の映像に係る順位付けの結果を平均するものである請求項２に記載の
カラオケ装置。
【請求項４】
　前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された複数の映像のうち明度が所定値以
下である範囲が全体の所定割合以上である映像に関しては前記解析の対象から除外するも
のである請求項１から３の何れか１項に記載のカラオケ装置。
【請求項５】
　前記映像表示制御手段は、前記映像抽出手段により抽出された複数の映像のうち所定の
操作に応じて選択される１つの映像を前記背景映像として出力させるものである請求項１
から４の何れか１項に記載のカラオケ装置。
【請求項６】
　前記複数の映像は、前記カラオケ装置とは別体の記憶装置に記憶されたものであり、前
記映像抽出手段は、所定の通信回線を介して該記憶装置から少なくとも１つの映像を抽出
するものである請求項１から５の何れか１項に記載のカラオケ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数の演奏曲のうちから選択される所定の演奏曲を出力させると共に、その
演奏曲の出力と同期して所定の歌詞文字映像及び背景映像を表示させるカラオケ装置に関
し、特に、その背景映像表示機能の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の演奏曲のうちから選択される所定の演奏曲を出力させる音楽再生装置が知られて
いる。例えば、カラオケボックス等で使用されるカラオケ装置がそれである。斯かるカラ
オケ装置によれば、予め記憶装置に記憶された多数のカラオケ演奏曲から選択された所定
のカラオケ演奏曲の音楽情報を出力させると共に、そのカラオケ演奏曲の歌詞情報を含む
映像をその出力に同期して画面に表示させることで、所望の歌のカラオケ演奏を楽しむこ
とができる。
【０００３】
　近年、所定の背景映像に歌詞文字映像（歌詞テロップ）を付加する態様のカラオケ装置
が普及している。例えば、カラオケサービス提供会社のホストサーバと通信回線によって
接続される通信カラオケ装置がその一例である。斯かる態様のカラオケ装置では、背景映
像を複数種類の演奏曲に汎用できるため、各演奏曲にあつらえの映像を用意する必要がな
く、比較的多数の曲を演奏できるという利点がある反面、複数の演奏曲で背景映像を使い
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回すことにより利用者を飽きさせる可能性があった。そこで、斯かる弊害を解消するため
の技術が提案されている。例えば、特許文献１に記載されたカラオケ機の映像表示装置が
それである。この技術によれば、予め用意された複数の映像のうちから選択される任意の
映像を前記演奏曲の出力と併行して出力される演奏映像の背景映像として用いることがで
きる。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３５２９７８号公報
【０００５】
　近年、カラオケボックス等の店舗に設置される業務用カラオケ装置以外に、一般家庭等
で用いられる家庭用カラオケ装置が開発され、実用に供されている。ところで、家庭にお
ける部屋は壁紙、カーテン、調度品等によって統一感あるインテリアデザインとされてい
る場合が多いが、そのような部屋において前記従来のカラオケ装置によりカラオケ演奏を
行う場合、不調和な背景映像が出力されることでインテリアデザインを崩すおそれがあっ
た。すなわち、カラオケ演奏の行われる部屋のインテリアに調和した背景映像を出力させ
るカラオケ装置は、未だ開発されていないのが現状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、カ
ラオケ演奏の行われる部屋のインテリアに調和した背景映像を出力させるカラオケ装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　斯かる目的を達成するために、本発明の要旨とするところは、多数の演奏曲のうちから
選択される所定の演奏曲を出力させると共に、その演奏曲の出力と同期して所定の歌詞文
字映像及び背景映像を表示させるカラオケ装置であって、撮像装置により撮影された映像
における色彩を解析する色彩解析手段と、その色彩解析手段による解析結果に基づいて、
予め定められた複数の映像から少なくとも１つの映像を抽出する映像抽出手段と、その映
像抽出手段により抽出された映像を前記背景映像として前記演奏曲の出力に際しての演奏
映像の表示を制御する映像表示制御手段とを、備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　このようにすれば、撮像装置により撮影された映像における色彩を解析する色彩解析手
段と、その色彩解析手段による解析結果に基づいて、予め定められた複数の映像から少な
くとも１つの映像を抽出する映像抽出手段と、その映像抽出手段により抽出された映像を
前記背景映像として前記演奏曲の出力に際しての演奏映像の表示を制御する映像表示制御
手段とを、備えたものであることから、前記撮像装置によりカラオケ演奏の行われる部屋
等の景観を撮影し、その景観に基づいて背景映像を定めることで、部屋のインテリアデザ
インを崩すのを好適に抑制することができる。すなわち、カラオケ演奏の行われる部屋の
インテリアに調和した背景映像を出力させるカラオケ装置を提供することができる。
【０００９】
　ここで、好適には、前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された映像に関して
、予め定められた複数の色相範囲のうちその映像に占める割合が高いものから順に所定位
までの順位付けを行うものである。このようにすれば、カラオケ演奏の行われる部屋を撮
影した映像を実用的な態様で解析することができる。
【００１０】
　また、好適には、前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された複数の映像に関
して前記順位付けを行い、それら複数の映像に係る順位付けの結果を平均するものである
。このようにすれば、カラオケ演奏の行われる部屋を撮影した映像を実用的な態様で解析
することができる。
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【００１１】
　また、好適には、前記色彩解析手段は、前記撮像装置により撮影された複数の映像のう
ち明度が所定値以下である範囲が全体の所定割合以上である映像に関しては前記解析の対
象から除外するものである。このようにすれば、撮影ミスやインテリアに関係しない部屋
の一角を撮影した映像等を解析に用いることなく、カラオケ演奏の行われる部屋を撮影し
た映像を好適に解析することができる。
【００１２】
　また、好適には、前記映像表示制御手段は、前記映像抽出手段により抽出された複数の
映像のうち所定の操作に応じて選択される１つの映像を前記背景映像として出力させるも
のである。このようにすれば、カラオケ演奏が行われる部屋のインテリアを反映した複数
の映像から、更に利用者の所望する背景映像を選択させることができる。
【００１３】
　また、好適には、前記複数の映像は、前記カラオケ装置とは別体の記憶装置に記憶され
たものであり、前記映像抽出手段は、所定の通信回線を介してその記憶装置から少なくと
も１つの映像を抽出するものである。このようにすれば、サーバ等から背景映像をダウン
ロードする形式の家庭用カラオケ装置に関して、カラオケ演奏の行われる部屋のインテリ
アに調和した背景映像を出力させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の好適な実施例であるカラオケ装置１０の構成を説明する図である。こ
のカラオケ装置１０は、一般家庭等で用いられる家庭用カラオケ装置であり、図１に示す
ように、例えばＴＦＴ（Thin Film Transistor Liquid Crystal）やＰＤＰ（Plasma Disp
lay Panel）等の映像表示機能及び音声出力機能を有する出力装置１２に有線又は無線に
より接続され、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＳＤカード
等の記憶媒体１４に収録されたカラオケデータに基づき、上記出力装置１２を音声出力装
置として複数の演奏曲を個々に出力させると共にその出力装置１２を映像出力装置として
その演奏曲に対応する歌詞文字映像を表示させることで、上記記憶媒体１４等に記憶され
た演奏曲のカラオケ演奏を可能とするものである。なお、本実施例では、演奏出力及び映
像表示何れをも上記出力装置１２を介して行う態様について説明するが、映像表示のみ上
記出力装置１２を介して行い、演奏出力に関しては上記カラオケ装置１０の処理により行
う態様も考えられる。斯かる態様では、音声出力装置であるスピーカ等が以下に詳述する
構成に加えて上記カラオケ装置１０に設けられる。
【００１６】
　図１に示すように、上記カラオケ装置１０は、中央演算処理装置であるＣＰＵ１６と、
読み出し専用メモリであるＲＯＭ１８と、随時書き込み読み出しメモリであるＲＡＭ２０
と、操作パネル２２と、リモコン受信部２４と、上記記憶媒体１４を収容するためのメデ
ィアスロット２６と、メディア駆動部２８と、メディア読取部３０と、音声入力装置であ
るマイクロフォン３２と、Ａ／Ｄコンバータ３４と、撮像装置であるＣＣＤカメラ３６と
、サウンドボード３８と、ビデオボード４０と、上記カラオケ装置１０の出力を上記出力
装置１２に入力（接続）するためのインターフェイス４２とを、備えて構成されている。
【００１７】
　上記ＣＰＵ１６は、上記ＲＡＭ２０の一時記憶機能を利用しつつ上記ＲＯＭ１８に予め
記憶された所定のプログラムに基づいて電子情報を処理・制御する所謂コンピュータであ
り、上記メディアスロット２６に収容された記憶媒体１４から読み出されるカラオケデー
タに基づいて演奏曲の出力（再生）を行ったり、斯かる演奏曲の再生に同期してその演奏
曲の歌詞情報に基づく歌詞文字映像（歌詞テロップ）を生成したり、それら演奏及び映像
を前記出力装置１２を介して出力させたりといった基本的な制御に加え、後述する背景映
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像設定制御を実行する。
【００１８】
　前記操作パネル２２は、前記ＣＰＵ１６によるカラオケ演奏における演奏曲の音程を調
整したり、演奏と歌との音量バランスを調整したり、その他、エコー、音量、トーン等の
各種演奏調整を行ったり、演奏が所望される演奏曲の選曲番号を入力する等、前記カラオ
ケ装置１０によるカラオケ演奏に関する様々な操作を行うための操作ボタン（スイッチ）
或いはつまみを備えた入力装置である。また、前記カラオケ装置１０には、前記操作パネ
ル２２の一部乃至全部の機能を遠隔で実行するための入力装置として機能するリモートコ
ントローラ４４が備えられている。前記リモコン受信部２４は、そのコントローラ４４か
ら送信されるリモコン信号を受信して前記ＣＰＵ２６へ供給する。なお、専らこのコント
ローラ４４により前記カラオケ装置１０の操作を行う態様も考えられ、斯かる構成におい
ては、前記操作パネル２２は必ずしも設けられなくともよい。
【００１９】
　前記メディア駆動部２８は、前記メディアスロット２６に収容された記憶媒体１４をそ
の軸心まわりに回転させるためにスピンドル（駆動軸）を回転させるスピンドルモータを
主体とするものであり、前記ＣＰＵ１６からの指令に従い所定の回転速度で前記記憶媒体
１４を回転させる。また、前記メディア読取部３０は、前記記憶媒体１４へレーザー光を
照射すると共に反射光を受光してその記憶媒体１４の記憶内容を読み取る光学ヘッド（pi
ck up head）と、その光学ヘッドを前記記憶媒体１４の径方向に往復駆動するスライダモ
ータとを、備えており、その記憶媒体１４に記憶された情報を読み取る読取手段（読取装
置）として機能する。前記記憶媒体１４に収録されたカラオケデータに基づくカラオケ演
奏では、前記メディアスロット２６に収容された記憶媒体１４が前記メディア駆動部２８
により回転させられ、その記憶媒体１４の記憶内容であるカラオケデータが前記メディア
読取部３０により読み取られて、その演奏データに基づく演奏が前記サウンドボード３８
を介して行われる。
【００２０】
　本実施例のカラオケ装置１０は、前記記憶媒体１４に記憶された各種情報に基づいてカ
ラオケ演奏制御を実行する。このために、前記記憶媒体１４には、多数（例えば数万曲分
）のカラオケデータ及び複数（例えば数百種類）の映像データとが記憶されている。この
カラオケデータは、前記サウンドボード３８により所定の演奏音を生成するための演奏情
報及び歌詞文字映像（歌詞テロップ）を生成するための歌詞情報から成るものであり、コ
ンテンツＩＤである各演奏曲に固有の選曲番号により識別される。また、各カラオケデー
タは、対応する演奏曲のタイトル、歌手名（オリジナルアーティスト名）、発表年月日、
及びジャンル等の情報を含んでいる。また、上記映像データは、上記カラオケデータに基
づくカラオケ演奏に際して出力される演奏映像の背景映像を出力させるための背景映像デ
ータとして用いられるものであり、所定の形式の動画データである。なお、本実施例のカ
ラオケ装置１０では、前記記憶媒体１４に記憶されたカラオケデータを読み出す形式の構
成について説明するが、例えばハードディスク等の記憶装置を備えた構成において、その
ハードディスクに多数のカラオケデータ乃至後述する背景映像データ等が記憶されたもの
であってもよい。
【００２１】
　前記ＣＣＤカメラ３６は、電荷結合素子（Charge Coupled Device：ＣＣＤ）により像
を撮影する撮像装置であり、そのＣＣＤカメラ３６により撮影された映像は直接的に或い
は図示しない所定のコンバータを介して前記カラオケ装置１０の制御系に入力されるよう
になっている。なお、このＣＣＤカメラ３６は、必ずしも前記カラオケ装置１０の一部と
して備えられたものでなくともよく、例えば別体のＣＣＤカメラ乃至撮像機能を備えた携
帯電話機等により撮影された映像が所定のインターフェイスを介して前記カラオケ装置１
０に入力される態様も考えられる。
【００２２】
　前記サウンドボード３８は、前記カラオケ装置１０による音声入出力機能に係るモジュ
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ールであり、ＦＭ音源、ＰＣＭ音源、ＭＩＤＩ音源等の各種音源を備えて構成されている
。また、このサウンドボード３８は、斯かる音源により再生される音楽情報と前記Ａ／Ｄ
コンバータ３４を介して前記マイクロフォン３２から入力された音声情報とを合成（ミキ
シング）する音声合成装置としても機能するものであり、前記カラオケ装置１０によるカ
ラオケ演奏において前記マイクロフォン３２により入力された利用者の歌唱（歌声）は、
このサウンドボード３８により音楽情報と合成され、前記インターフェイス４２を介して
前記出力装置１２へ送られ、その出力装置１２におけるスピーカ等から出力される。なお
、前記マイクロフォン３２は、好適には、前記カラオケ装置１０に着脱可能に備えられた
ものであり、或いは赤外線等により無線接続されるものであってもよい。
【００２３】
　前記ビデオボード４０は、前記カラオケ装置１０による映像表示機能に係るモジュール
であり、前記ＣＰＵ１６からの指令に応じて映像表示（描画）に関する処理を行う。具体
的には、前記インターフェイス４２を介して前記出力装置１２の画面に所定の映像を表示
させる。例えば、前記ＣＰＵ１６により生成された歌詞文字映像を表示させると共に、そ
の歌詞文字映像を経時的に色替えしていく等の歌詞文字映像表示処理や、その歌詞文字映
像の背面側レイヤに所定の背景映像を表示させる等の背景映像表示処理等、前記カラオケ
装置１０によるカラオケ演奏に際しての種々の映像表示を制御する。
【００２４】
　図２は、前記カラオケ装置１０のＣＰＵ１６に備えられた制御機能の要部を説明する機
能ブロック線図である。この図２に示す色彩解析手段５０は、前記カラオケ装置１０によ
る背景映像設定制御に関して、撮像装置である前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された映
像における色彩を解析する。前記カラオケ装置１０による背景映像設定制御では、先ず、
前記ＣＣＤカメラ３６によりカラオケ演奏の行われる部屋等の撮影が行われる。好適には
、四方すなわち正面、背面、右方、左方の４つの映像が撮影され、上記色彩解析手段５０
によりこれら４つの映像の解析が行われる。
【００２５】
　上記色彩解析手段５０は、好適には、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された映像に関
して、予め定められた複数の色相範囲のうちその映像に占める割合が高いものから順に所
定位までの順位付けを行う。この色相範囲とは、例えばマンセル表色系により定義される
ように色相を複数（例えば１００）の範囲に分けたものであり、上記色彩解析手段５０は
、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された映像の各ドットをそれら複数の範囲のうち何れ
かに分類する。そして、そのようにして分類されたドットが多い（＝映像に占める面積が
広い）色相範囲から例えば上位３位までを決定する。
【００２６】
　前記色彩解析手段５０は、また好適には、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された複数
の映像に関して上記順位付けを行い、それら複数の映像に係る順位付けの結果を平均する
。すなわち、上述のようにして撮影される正面、背面、右方、左方の４つの映像について
上記色相範囲に係る順位付けを行い、その順位付けの結果を均等割りして重み付けを調整
する。例えば、正面に対応する映像に関して１位の色相範囲がＡ、２位の色相範囲がＢ、
３位の色相範囲がＣであり、右方に対応する映像に関して１位の色相範囲がＢ、２位の色
相範囲がＣ、３位の色相範囲がＤ、背面に関して１位の色相範囲がＡ、２位の色相範囲が
Ｃ、３位の色相範囲がＢ、左方に関して１位の色相範囲がＢ、２位の色相範囲がＡ、３位
の色相範囲がＥであった場合、１位の重みを１０、２位の重みを５、３位の重みを３とし
てそれらの平均は、色相範囲Ａに関して６．２５（＝｛１０＋０＋１０＋５｝／４）、色
相範囲Ｂに関して７（＝｛５＋１０＋３＋１０｝／４）、色相範囲Ｃに関して３．２５（
＝｛３＋５＋５＋０｝／４）、色相範囲Ｄに関して０．７５（＝｛０＋３＋０＋０｝／４
）、色相範囲Ｅに関しては０．７５（＝｛０＋０＋０＋３｝／４）となり、その平均を順
位付けすると１位が色相範囲Ｂ、２位が色相範囲Ａ、３位が色相範囲Ｃとなる。
【００２７】
　前記色彩解析手段５０は、また好適には、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された複数
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の映像のうち明度が所定値以下である範囲が全体の所定割合以上である映像に関しては前
記解析の対象から除外する。例えば、反射率１００％の白色面の明度を１０として、明度
が２以下である範囲が全体の８割以上である映像に関しては前記解析の対象から除外し、
上述の例においてはそれ以外の複数の映像それぞれに係る順位付けの結果を平均する。そ
のように、明度が所定値以下である範囲が全体の所定割合以上である映像は、部屋のイン
テリアに何ら関係のない壁やドアを撮影したもの、或いは撮影ミスによるものと考えられ
るからである。
【００２８】
　映像抽出手段５２は、前記色彩解析手段５０による解析結果に基づいて、予め定められ
た複数の映像から少なくとも１つの映像を抽出する。すなわち、前記記憶媒体１４に記憶
された複数の映像データから、前記色彩解析手段５０による解析結果に応じた単数乃至複
数の映像データを抽出する。ここで、前記記憶媒体１４に記憶された複数の映像データは
、好適には、各映像データに関して少なくとも１つ（好適には１位から３位まで３つ）の
色相範囲が予め定められており、上記映像抽出手段５２は、例えば前記色彩解析手段５０
による解析結果すなわち順位付けされ平均された色相範囲が一致乃至近似する映像データ
を抽出する。
【００２９】
　背景映像設定手段５４は、上記映像抽出手段５２により抽出された映像を前記カラオケ
装置１０によるカラオケ演奏に際して出力される演奏映像の背景映像として設定する。上
記映像抽出手段５２により抽出された映像データが単数である場合にはその映像データを
斯かる演奏映像の背景映像として設定する。また、上記映像抽出手段５２により抽出され
た映像データが複数である場合には、それら映像データの何れかを斯かる演奏映像の背景
映像として設定する。図３は、この背景映像の設定に際して前記出力装置１２の画面に表
示される背景映像選択画面の一例を示す図である。この図３に示すように、上記背景映像
設定手段５４は、好適には、上記映像抽出手段５２により抽出された複数の映像のうち前
記コントローラ４４等による所定の操作に応じて選択される１つの映像を前記背景映像と
して設定する。また好適には、簡単な精神分析ゲーム等を行い、その分析結果に基づいて
何れかの映像を前記背景映像として設定するものであってもよい。このようにして設定さ
れた映像データに関する情報は、例えば前記ＲＡＭ２０等に記憶される。
【００３０】
　映像表示制御手段５６は、前記カラオケ装置１０によるカラオケ演奏に際して前記出力
装置１２に表示される演奏映像の表示制御を行う。すなわち、所定のカラオケデータに対
応する演奏曲の出力に際して、前記ビデオボード４０を介してそのカラオケデータに含ま
れる歌詞情報に基づく歌詞文字映像（歌詞テロップ）を生成すると共に色替表示させる。
また、所定の映像データに基づく映像を再生させ、その歌詞文字映像の背面側レイヤに背
景映像として合成する。そして、そのようにして合成された歌詞文字映像及び背景映像を
含む演奏映像を、前記インターフェイス４２を介して前記出力装置１２に表示させる。こ
こで、上記映像表示制御手段５６は、上記背景映像設定手段５４により所定の映像データ
が背景映像として設定されている場合には、前記カラオケ演奏に際してその映像データに
基づく背景映像を出力させる。
【００３１】
　図４は、前記カラオケ装置１０のＣＰＵ１６による背景映像設定制御の要部を説明する
フローチャートであり、所定の周期で繰り返し実行されるものである。
【００３２】
　先ず、ステップ（以下、ステップを省略する）ＳＡ１において、前記ＣＣＤカメラ３６
により撮影された映像の入力があったか否かが判断される。このＳＡ１の判断が否定され
る場合には、それをもって本ルーチンが終了させられるが、ＳＡ１の判断が肯定される場
合には、ＳＡ２において、入力された映像のうち明度が所定値以下である範囲が全体の所
定割合以上である映像が解析の対象から除外される。次に、ＳＡ３において、予め定めら
れた複数の色相範囲のうちその映像に占める割合が高いものから順に所定位までの順位付
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けが行われる。次に、ＳＡ４において、ＳＡ３にて順位付けされた複数の映像に係る順位
付けの結果が平均される。次に、前記映像抽出手段５２の動作に対応するＳＡ５において
、前記記憶媒体１４に記憶された複数の映像データから、ＳＡ４の解析結果に応じた単数
乃至複数の映像データが抽出される。次に、ＳＡ６において、前記コントローラ４４等に
よる所定の操作に応じて１つの映像が選択されたか否かが判断される。このＳＡ６の判断
が否定されるうちは、その判断が繰り返されることにより待機させられるが、ＳＡ６の判
断が肯定される場合には、前記背景映像設定手段５４の動作に対応するＳＡ７において、
選択された映像データがカラオケ演奏に係る背景映像として前記ＲＡＭ２０等に設定され
た後、本ルーチンが終了させられる。以上の制御において、ＳＡ２乃至ＳＡ４が前記色彩
解析手段５０の動作に対応する。
【００３３】
　図５は、前記カラオケ装置１０のＣＰＵ１６によるカラオケ演奏制御の要部を説明する
フローチャートであり、所定の周期で繰り返し実行されるものである。
【００３４】
　先ず、ＳＢ１において、所定のカラオケデータに対応する演奏曲のカラオケ演奏が開始
されるか否かが判断される。このＳＢ１の判断が否定される場合には、それをもって本ル
ーチンが終了させられるが、ＳＢ１の判断が肯定される場合には、ＳＢ２において、前記
記憶媒体１４から対象となるカラオケデータが読み出され、前記ＲＡＭ２０等に展開され
る。次に、ＳＢ３において、カラオケ演奏開始に係る演奏曲のタイトル画面が前記出力装
置１２に表示される。次に、ＳＢ４において、前記ＲＡＭ２０等に所定の映像データが背
景映像として設定されているか否かが判断される。このＳＢ４の判断が肯定される場合に
は、ＳＢ５において、前記記憶媒体１４に記憶された複数の映像データのうち背景映像と
して設定された映像データが読み出され、その再生が開始された後、ＳＢ７以下の処理が
実行されるが、ＳＢ４の判断が否定される場合には、ＳＢ６において、前記記憶媒体１４
に記憶された複数の映像データのうちその演奏曲のジャンルに対応するデフォルトの背景
映像が読み出され、その再生が開始された後、ＳＢ７において、前記サウンドボード３８
を介してカラオケデータに含まれる演奏情報に基づく演奏曲の出力制御が行われる。次に
、ＳＢ８において、前記ビデオボード４０を介してカラオケデータに含まれる歌詞情報に
基づく歌詞文字映像の生成乃至その色替制御が行われると共に、上記背景映像の前面側レ
イヤにその歌詞文字映像が合成されて前記出力装置１２に表示される。次に、ＳＢ９にお
いて、カラオケ演奏終了であるか否かが判断される。このＳＢ９の判断が否定される場合
には、ＳＢ７以下の処理が再び実行されるが、ＳＢ９の判断が肯定される場合には、ＳＢ
１０において、背景映像の再生が終了させられた後、本ルーチンが終了させられる。以上
の制御において、ＳＢ５、ＳＢ６、ＳＢ８、及びＳＢ１０が前記映像表示制御手段５６の
動作に対応する。
【００３５】
　このように、本実施例によれば、撮像装置であるＣＣＤカメラ３６により撮影された映
像における色彩を解析する色彩解析手段５０（ＳＡ２乃至ＳＡ４）と、その色彩解析手段
５０による解析結果に基づいて、予め定められた複数の映像から少なくとも１つの映像を
抽出する映像抽出手段５２（ＳＡ５）と、その映像抽出手段５２により抽出された映像を
前記背景映像として前記演奏曲の出力に際しての演奏映像の表示を制御する映像表示制御
手段５６（ＳＢ５、ＳＢ６、ＳＢ８、及びＳＢ１０）とを、備えたものであることから、
前記ＣＣＤカメラ３６によりカラオケ演奏の行われる部屋等の景観を撮影し、その景観に
基づいて背景映像を定めることで、部屋のインテリアデザインを崩すのを好適に抑制する
ことができる。すなわち、カラオケ演奏の行われる部屋のインテリアに調和した背景映像
を出力させるカラオケ装置１０を提供することができる。
【００３６】
　また、前記色彩解析手段５０は、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された映像に関して
、予め定められた複数の色相範囲のうちその映像に占める割合が高いものから順に所定位
までの順位付けを行うものであるため、カラオケ演奏の行われる部屋を撮影した映像を実
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用的な態様で解析することができる。
【００３７】
　また、前記色彩解析手段５０は、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された複数の映像に
関して前記順位付けを行い、それら複数の映像に係る順位付けの結果を平均するものであ
るため、カラオケ演奏の行われる部屋を撮影した映像を実用的な態様で解析することがで
きる。
【００３８】
　また、前記色彩解析手段５０は、前記ＣＣＤカメラ３６により撮影された複数の映像の
うち明度が所定値以下である範囲が全体の所定割合以上である映像に関しては前記解析の
対象から除外するものであるため、撮影ミスやインテリアに関係しない部屋の一角を撮影
した映像等を解析に用いることなく、カラオケ演奏の行われる部屋を撮影した映像を好適
に解析することができる。
【００３９】
　また、前記映像表示制御手段５６は、前記映像抽出手段５２により抽出された複数の映
像のうち所定の操作に応じて選択される１つの映像を前記背景映像として出力させるもの
であるため、カラオケ演奏が行われる部屋のインテリアを反映した複数の映像から、更に
利用者の所望する背景映像を選択させることができる。
【００４０】
　続いて、本発明の他の好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の説
明において、実施例相互に共通する部分については同一の符号を付してその説明を省略す
る。
【００４１】
　図６は、本発明が好適に適用される通信カラオケシステム６０を説明する図である。こ
の図１に示すように、本実施例の通信カラオケシステム６０は、本発明の一実施例である
通信カラオケ装置６２と、例えばカラオケサービス提供会社が管理する情報処理装置であ
るサーバ６４とが、通信回線６６に接続されて構成されている。この通信回線６６は、例
えば公衆電話回線を用いた非対称デジタル通信回線或いは光回線等によるブロードバンド
ネットワークであり、この通信回線６６を介して上記通信カラオケ装置６２及びサーバ６
４相互間で電子的な情報の送受信が可能とされている。
【００４２】
　図７は、上記通信カラオケ装置６２の構成を説明する図である。この図７に示すように
、本実施例のカラオケ装置６２は、モデム６８を備えている。このモデム６８は、前記通
信カラオケ装置６２を前記通信回線６６に接続するための装置であり、前記ＣＰＵ１６か
ら出力されるディジタル信号をアナログ信号に変換して前記通信回線６６に送り出すと共
に、その通信回線６６を介して伝送されるアナログ信号をディジタル信号に変換して前記
ＣＰＵ１６に供給する処理を行う。前記通信カラオケ装置６２のサーバ６４からの情報の
取得（ダウンロード）及びそのサーバ６４への情報の送信（アップロード）は、このモデ
ム６８を介して行われる。
【００４３】
　上記サーバ６４には、前記多数のカラオケデータを記憶するカラオケデータベース及び
前記複数の映像データを記憶する映像データベースが設けられている。本実施例のカラオ
ケシステム６０において、前記通信カラオケ装置６２により所定の演奏曲のカラオケ演奏
が行われる場合、その演奏曲に対応するカラオケデータ及び背景映像に対応する映像デー
タが前記サーバ６４にリクエストされ、そのリクエストに応じて前記サーバ６４から通信
カラオケ装置６２へ前記通信回線６６を介して対象となるカラオケデータ及び映像データ
がダウンロードされる。そして、その通信カラオケ装置６２にダウンロードされたカラオ
ケデータ及び映像データに基づいて前述したカラオケ演奏制御が実行される。また、前記
通信カラオケ装置６２からのリクエストに応じて前記サーバ６４からその通信カラオケ装
置６２へ対象となる音楽データがストリーミング配信されるものであってもよい。すなわ
ち、本実施例において、前記映像抽出手段５２は、上記通信回線６６を介して上記サーバ
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６４の映像データベースに記憶された複数の映像データから少なくとも１つの映像を抽出
するものである。
【００４４】
　このように、本実施例において、前記複数の映像は、前記通信カラオケ装置６２とは別
体の記憶装置としてのサーバ６４に記憶されたものであり、前記映像抽出手段５２は、所
定の通信回線６６を介してそのサーバ６４の映像データベースに記憶された複数の映像デ
ータから少なくとも１つの映像を抽出するものであるため、前記サーバ６４から背景映像
をダウンロードする形式の家庭用カラオケ装置６２に関して、カラオケ演奏の行われる部
屋のインテリアに調和した背景映像を出力させることができる。
【００４５】
　以上、本発明の好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、更に別の態様においても実施される。
【００４６】
　例えば、前述の実施例では、一般家庭等で用いられる家庭用カラオケ装置１０、６２に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、カラオケボックス等の店舗
に設置される業務用カラオケ装置に適用されるものであっても当然に構わない。また、専
らカラオケ演奏のために用いられるカラオケ専用装置ではなく、カラオケ演奏を行い得る
コンシューマゲーム機にも本発明は好適に適用されるものである。
【００４７】
　また、前述の実施例において、前記通信カラオケ装置６２は、前記モデム６８を介して
前記サーバ６４に接続され、そのサーバ６４との間で情報の送受信を行うものであったが
、例えば無線ＬＡＮを含むＬＡＮを経由しての接続、乃至はルータや光回線を通じてのイ
ンターネット接続を介して前記サーバ６４との間で情報の送受信を行うものであってもよ
い。
【００４８】
　また、前述の実施例では特に言及していないが、前記背景映像設定手段５４により設定
された映像データを、カラオケ演奏に際しての演奏映像の背景映像としてのみならず、曲
間（演奏曲の出力されていない間）に出力させる態様も考えられる。前記背景映像設定手
段５４により設定された映像データは、前記カラオケ装置１０、６２の設置された部屋の
インテリアを反映したものになるため、そのように曲間映像に用いてもそのインテリアに
調和するのである。
【００４９】
　その他、一々例示はしないが、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変
更が加えられて実施されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の好適な実施例であるカラオケ装置の構成を説明する図である。
【図２】図１のカラオケ装置のＣＰＵに備えられた制御機能の要部を説明する機能ブロッ
ク線図である。
【図３】図１のカラオケ装置による背景映像の設定に際して出力装置の画面に表示される
背景映像選択画面の一例を示す図である。
【図４】図１のカラオケ装置のＣＰＵによる背景映像設定制御の要部を説明するフローチ
ャートである。
【図５】図１のカラオケ装置のＣＰＵによるカラオケ演奏制御の要部を説明するフローチ
ャートである。
【図６】本発明が好適に適用される通信カラオケシステムを説明する図である。
【図７】本発明の好適な実施例である通信カラオケ装置の構成を説明する図である。
【符号の説明】
【００５１】
１０：カラオケ装置
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３６：ＣＣＤカメラ（撮像装置）
５０：色彩解析手段
５２：映像抽出手段
５６：映像表示制御手段
６２：通信カラオケ装置
６４：サーバ（記憶装置）
６６：通信回線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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